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◎ 情報通信研究機構契約事務細則＜抜粋版＞ 

（平成１６年４月１日 ０４細則第２２号） 

改正 令和 ２年 ３月３１日 １９細則第１３号 

 

（一般競争に参加させることができない者） 

第３条 契約担当は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する

者を一般競争契約に参加させることはできない。 

一 当該契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２

条第１項各号に掲げる者 

 

（一般競争に参加させないことができる者） 

第４条 契約担当は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争に参加させないこ

とができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、ま

た同様とする。 

一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をしたとき 

二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るた

めに連合したとき 

三 他者が競争へ参加すること、落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行する

ことを妨げたとき 

四 監督又は検査の実施に際し職員の職務の執行を妨げたとき 

五 正当な理由なくして契約を履行しなかったとき 

六 その他、機構に損害を与えたとき 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている

者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用

したとき 

２ 契約担当は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参

加させないことができる。 

 

（一般競争参加者の資格） 

第５条 一般競争に参加できる者は、次の各号に掲げる資格を有する者とする。 

一 物品の製造及び物品の販売並びに役務の提供等 各省各庁における物品の製造・販

売等に係る一般競争（指名競争）の入札参加資格（全省庁統一資格） 

二 建設工事契約（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条に規定する建設工事

に関する契約をいう。以下同じ。）及び測量・建設コンサルタント等契約（測量、土

地家屋調査、建設コンサルタント等に関する契約をいう。以下同じ。） 国土交通省

又は内閣府沖縄総合事務局の競争契約の参加資格 
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２ 契約担当は、前項に規定するほか、工事、製造、物件の買入その他についての契約の

種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額

その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要

な資格を定め、当該資格を有する者を一般競争に参加させることができる。 

３ 契約担当は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところによ

り、定期に又は随時に一般競争に参加しようとする者の申請を待ってその者が当該資格

を有するかどうかを審査し、その結果を当該一般競争に参加しようとする者に通知しな

ければならない。 

４ 契約担当は、第２項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。 

５ 契約担当は、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため必要

があると認めるときは、第１項及び第２項の資格を有する者につき、さらに当該競争契

約に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせるこ

とができる。 

 

（指名競争参加者の資格及び指名） 

第１８条 指名競争に参加することができる者は第５条に規定する一般競争の参加資格を

有する者とし、契約担当は、指名競争に付そうとするときは、当該資格を有する者から、

なるべく５者以上指名するものとする。 

２ 前項により指名をするときは、第６条第１号及び第３号から第５号までに掲げる事項

をその指名する者に通知するものとする。 

 

（随意契約によることができる場合） 

第２０条 会計規程第４９条の規定により随意契約に付することができるのは、次の各号

に掲げる場合とする。ただし、随意契約に付する合理的な理由がないと認められる場合

を除くものとする。 

一 法令等の規定により契約の相手方が明確に一に特定されるとき。 

二 契約上特殊の物品又は特別の目的があるため買入先が特定され、又は特殊の技術を

必要とするとき。 

三 当該場所でなければ機構の業務を行うことが不可能であることから場所が限定され、

供給者が一に特定される土地、建物の買入れ又は賃貸借を行うとき（これらに付随す

るものを含む）。 

四 電気、ガス若しくは水又は電気通信に係る役務の供給等を受ける場合で供給者が一

に特定されるとき。 

五 信書に係るものの郵便料金を後納するとき。 

六 競争に付するときは、機構において特に必要とする物件を得ることができないとき。 

七 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書

籍の購入を行うとき。 

八 安全の確保等緊急の必要により競争に付することができないとき。 

九 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の

契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。 
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十 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することがで

きる見込みがあるとき。 

十一 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買入れなければ売惜しみその

他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。 

十二 急速に契約をしなければ、契約する機会を失い、又は不利な価格をもって契約し

なければならないこととなるおそれがあるとき。 

十三 機構の行為を秘密にする必要があるとき。 

十四 外国で契約するとき。 

十五 訴訟等に関すること。 

十六 研究開発が先端的で他に類のない特殊な品質の物件の買入れ及び工事等又は試験、

研究及び調査の委託等を行うときで、あらかじめ公募又は企画競争の手続きを経て供

給者が一に特定されたとき。 

十七 予定価格が、２５０万円を超えない工事又は製造、１６０万円を超えない財産の

買入れ、８０万円を超えない物件の借入れ、５０万円を超えない財産の売払い、３０

万円を超えない物件の貸付け及び１００万円を超えない役務の供給をさせるとき。 


